
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

庁内各課かい及び各小・中学校との連絡・調整 連絡・調整

9月
10

月

11

月

「教育研究研修担当」運営（含：スケジュール管理） 連絡・調整

「青少年教育相談担当」運営（含：スケジュール管理） 連絡・調整

事業概要

・研究研修及び青少年教育相談担当事業の効率化を図るために会計年度任用職員を含む各

所員の業務の管理・調整に努めます。また、庁内各課かい及び市内小・中学校との連携を

図ることで、両担当の円滑な運営に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 研究研修及び青少年教育相談管理運営事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（８）その他教育センターの目的達成に必要なこと。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

乳幼児期の子育ち・子育て講座に係る業務 市民等向け研修・講座

茅ヶ崎市幼児・小学校教育連携連絡会の運営 運営・事務作業

茅ヶ崎寒川地区保幼小教育連携研究協議会との連携 運営・事務作業

幼児教育研修会に係る業務 市民等向け研修・講座

9月
10

月

11

月

響きあい教育シンポジウムに係る業務 市民等向け研修・講座

教育講演会に係る業務 市民等向け研修・講座

事業概要

・健やかな心身の調和的な発達に必要な教育のあり方について、幼児期から思春期への子

どもの育ちに関する基礎研究や情報収集等を行い、茅ヶ崎市の教育の現状を把握する中

で、響きあい教育シンポジウム、教育講演会、幼児教育研修会（茅ヶ崎寒川地区保幼小教

育連携研究協議会との共催）、乳幼児期の子育ち子育て講座を開催し、市民向けに情報提

供の場を設けます。

・幼児期からの健やかな育成を目指す中で、情報交換の場として、茅ヶ崎市幼児・小学校

教育連携連絡会の実施、茅ヶ崎寒川地区保幼小教育連携研究協議会との連携を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 幼児期からの子どもの育ちに関する講座・講演及び連携事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・教育基本法第十一条

　幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんが

み、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な

方法によって、その振興に努めなければならない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（３）教育に関する講座及び講演に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

子どもの成長発達調査研究員会 調査・研究

情報教育調査研究員会 調査・研究

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎の学習調査研究員会 調査・研究

授業研究調査研究員会 調査・研究

事業概要

・茅ヶ崎市の教育を推進していく上で直面する教育課題や、児童・生徒への効果的な指導

に係る教育課程上の課題について調査研究を行います。

・小学校と中学校の校種が異なる教員がチームを組んで、授業改善・教育課題・成長発達

の３つの分野に関係する課題の追究に向けて授業実践及び協議などを行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 質の高い学びづくりに資する調査研究の推進事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（１）教育の研究に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎教育研究員会 調査・研究

児童生徒意識調査 統計調査・集計

事業概要

・児童・生徒の学習及び生活状況を把握するため、毎年継続して「茅ヶ崎市立小中学校児

童生徒意識調査」を実施します。

・総合計画及び教育基本計画の指標目標値との整合を図り、教育委員会内の諸事業の評価

に資するために調査します。

・調査結果については、茅ヶ崎教育研究員会による分析・検証を行い、報告書等を学校の

教職員や市民に公表します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 子どもたちの学習・生活状況に関する調査研究事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（１）教育の研究に関すること。

　（４）研究の成果の発表及び刊行に関すること。

　（８）その他教育センターの目的達成に必要なこと。



1 ■

2 ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

神奈川県教育研究所連盟との連携 連絡・調整

9月
10

月

11

月

神奈川県教育研究所連盟教育研究発表大会 教職員向け研修

神奈川県教育研究所連盟教育研究発表大会準備 通知等発送、問合せ・相談

事業概要

　教育センターの調査研究内容について、神奈川県教育研究所連盟教育研究発表大会にて

報告するとともに他自治体の教育機関関係者から意見の収集を行います。研究内容に応

じ、神奈川県教育研究所連盟研究協議会に調査研究員、指導主事が参加します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 神奈川県教育研究所連盟関係研究推進事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（１）教育の研究に関すること。



1 ■

2 ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教育情報誌の作成・提供 事務作業全般

研究集録作成 作成・配付

9月
10

月

11

月

調査研究発表会 教職員向け研修

調査研究発表会準備 連絡・調整

事業概要

・調査研究成果や調査研究過程について発信し、教育関係者への意識の啓発を図ります。

・調査研究推進事業と連携を図り、調査研究発表会を開催します。

・各研究員会の調査研究の成果や課題を研究集録にまとめることに加え、機会を捉え教育

関係者に情報提供し、活用されるよう努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 調査研究成果の発信啓発事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（４）研究の成果の発表及び刊行に関すること。



1 ■ ■

2 ■

3 ■

4 ■

5 ■ ■

6 ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

財務伝票起票事務 伝票処理・契約事務

実績報告書式発送事務 通知等発送、問合せ・相談

実績報告書受付事務 申請等受付

交付決定通知書発送事務 通知等発送、問合せ・相談

9月
10

月

11

月

交付申請書式発送事務 通知等発送、問合せ・相談

交付申請書受付事務 申請等受付

事業概要

・「茅ヶ崎寒川地区小学校教育研究会」、「茅ヶ崎寒川地区中学校教育研究会」の教職員

の研修、児童・生徒の資質向上に関すること、茅ヶ崎寒川地区小中学校の教育発展向上を

図るための事業に交付金を支給し、主体的な研究の活性化のための支援を行います。

・「茅ヶ崎地区中学校体育連盟」の生徒体育大会の開催その他スポーツ発展を図るための

事業に交付金を支給し、中学校部活動の充実のための支援を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教育関係団体との連携推進事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

(補助金等の交付の対象)

第3条　市長は、公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内

においてその施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができ

る。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9

10

11

12

13

14

15

要請訪問研修 教職員向け研修

トワイライトセミナー 教職員向け研修

２年経験者研修 教職員向け研修

３年経験者研修 教職員向け研修

臨時的任用職員研修 教職員向け研修

１年経験者研修 教職員向け研修

9月
10

月

11

月

初任者研修 教職員向け研修

初任者研修指導教員等連絡会 庁外調整・会議

事業概要

・ファーストキャリアステージの教職員を対象とした研修の充実・強化を図り、教師とい

う仕事に向き合い、あるべき姿や役割について学びながら指導力を高め、信頼される教職

員の育成に努めます。

・自身や学校の強み及び課題等を踏まえて学ぶ目的を明確にし、自ら学びをデザインして

主体的に学び続ける教職員の育成に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 初任者研修等教職員人材育成事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・教育公務員特例法第二十三条

　公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等（臨時的に任用された者その他の政

令で定める者を除く。）に対して、その採用（現に教諭等の職以外の職に任命されている

者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第五条第一項において同じ。）の日から一年

間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修（以下「初任者研

修」という。）を実施しなければならない。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十五条

　県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村

委員会も行うことができる。

２　市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければなら

ない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（２）教育関係職員の研修に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

マネジメント能力向上のための研修及び支援 通知等発送、問合せ・相談

9月
10

月

11

月

教職経験に応じた基本研修 通知等発送、問合せ・相談

教職としての専門性を高める研修 通知等発送、問合せ・相談

事業概要

・神奈川県立総合教育センター及び体育センターが実施する基本研修、指定研修等に関す

る連絡調整を行います。

・神奈川県立総合教育センター等が主催する研修の内容や方法についての情報収集に努

め、本市教育センターが主催する研修への反映等を検討します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 神奈川県立総合教育センター等関係研修推進事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・教育公務員特例法第二十二条

　教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

２　教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行

うことができる。

３　教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を

受けることができる。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十五条

　県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村

委員会も行うことができる。

２　市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければなら

ない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（２）教育関係職員の研修に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

教職員研修用学校図書の購入 運営・事務作業

9月
10

月

11

月

学習指導講座 教職員向け研修

教育実践講座に係る業務 教職員向け研修

事業概要

・各学校を会場として、校内研究テーマに即した講師を招へいして学習指導講座を開催

し、授業研究を中心とした校内研究の充実と校内研究を通した市内小・中学校教員の交流

を図ります。

・教育研究機関や大学等の研究者と連携し、教育活動の実践展開に役立つ情報を収集、講

座等で提供したり、研究用図書を購入したりすることで学校内研修の支援を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 学校内研究・研修の支援事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・教育公務員特例法第二十二条

　教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十五条

　県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村

委員会も行うことができる。

２　市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければなら

ない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（２）教育関係職員の研修に関すること。



1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

「わたしたちの茅ヶ崎」検討委員会 調査・研究

資料収集・物品等貸出 事務作業全般

社会科資料集及び地域教材副読本の改訂 調査・研究

9月
10

月

11

月

教科用図書整備(教科書改訂時） 事務作業全般

顕微鏡観察用微小生物提供事業 事務作業全般

事業概要

・教育活動の充実に資する教材等の整備・提供に努めるとともに、教育センター所蔵の資

料の整理を行い、その活用について、教職員への周知に努めます。

・社会科資料集及び地域教材副読本の改訂について「わたしたちの茅ヶ崎」検討委員会に

より内容の精査等を行い、改訂作業を進めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 教材等の整備・提供に関する事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（４）研究の成果の発表及び刊行に関すること。

　（５）教育に関する図書及び資料の収集に関すること。



4

1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

神奈川県青少年創意くふう展覧会へ出品 事務作業全般

創意工夫・研究作品集録の発行 事務作業全般

全国小・中学生作品コンクールへ出品 事務作業全般

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展運営委員会 運営・事務作業

茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展 運営・事務作業

事業概要

・茅ヶ崎市小学校中学校の児童・生徒の創意工夫・研究作品を集め、作品展を開催し、創

意工夫及び研究意欲の増進と高揚を図る。

・茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展運営委員会を組織し、運営及び審査を行い

ます。

・茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展を開催し、出品児童・生徒等の顕彰を行い

ます。

・創意工夫作品の入賞作品を神奈川県青少年創意くふう展覧会に、研究作品の入賞作品を

全国小・中学生作品コンクールへ出品します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 創意工夫・研究作品展事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（８）その他教育センターの目的達成に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

支援ネットワーク会議 支援

あすなろ教室相談員研修会・医療研修会等 職員向け研修

個別面談・保護者懇談会 行事

9月
10

月

11

月

通室生支援等 指導・支援

体験学習・社会見学・安全指導等 行事

事業概要

・学校、青少年教育相談担当、関係機関と連携を図りながら、通室生に学校復帰や社会的

自立に向けた指導・支援を行います。

・専門家の指導を受けながら、研修、事例検討会等を実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 あすなろ教室関係事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年10月25日　文部科学省

３　教育委員会の取組の充実

（３）教育支援センターの整備充実及び活用

１．教育支援センターを中核とした体制整備

　・・・また、不登校児童生徒の無償の学習機会を確保し、不登校児童生徒への支援の中

核的な役割を果たしていくため、未設置地域への教育支援センターの設置又はこれに代わ

る体制整備が望まれること。そのため、都道府県教育委員会は、域内の市区町村教育委員

会と緊密な連携を図りつつ、未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用しやす

い環境づくりを進め、「教育支援センター整備指針（試案）」（別添４）を参考に、地域

の実情に応じた指針を作成し必要な施策を講じていくことが求められること。（抜粋）

・（別添４）教育支援センター整備指針（試案）

１　趣旨

　教育委員会は、教育支援センター（以下「センター」という。）の整備に当たって、こ

の指針の定めるところに留意し、不登校児童生徒に対する適切な支援を行わなければなら

ない。

２　設置の目的

　センターは、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本

的生活習慣の改善等のための相談・指導（学習指導を含む。以下同じ。）を行うことによ

り、その社会的自立に資することを基本とする。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（７）適応指導及び相談指導に関すること。

・「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について（通知）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月31日　文部科学省

１　不登校児童生徒が学びたいと思った時に学べる環境の整備

（３）教育支援センターの支援機能等の強化

　教育支援センターには、不登校児童生徒本人への支援に留まらず、その保護者が必要と

する相談場所や保護者の会等の情報提供や、域内の様々な学びの場や居場所につながるこ

とができるようにするための支援等を行うことが期待されること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

心の教育相談員中学校区連絡会 連絡・調整

9月
10

月

11

月

児童・生徒からの相談 支援

心の教育相談員研修会等 職員向け研修

事業概要

・各学校に配置している「心の教育相談員」が、児童・生徒の悩みやストレスに早い段階

から関われるよう、いつでも気軽に話せる環境を整えていきます。

・迅速に対応できる相談体制の構築を図るとともに、スーパーバイザーによる研修会等を

通して「心の教育相談員」の資質向上に努めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 心の教育相談関係事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（７）適応指導及び相談指導に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■

6 ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■

9

10

11

12

13

14

15

心の教育相談員中学校区連絡会（ＳＣ） 連絡・調整

スクールカウンセラー連絡協議会（ＳＣ） 職員向け研修

不登校児童・生徒訪問相談（要事前相談） 支援

青少年教育相談室スーパーバイズ 指導・助言

訪問相談員研修会 職員向け研修

小・中学校要請教育相談（要事前相談） 支援

9月
10

月

11

月

電話相談 支援

面接（来所）相談 支援

事業概要

・児童・生徒及び青少年の健全育成等を目指し、各々のケースに応じた電話、面接、訪問

等の相談活動を行います。

・多様化、複雑化する相談内容に対応するため、関係機関との緊密かつ迅速な連携を図り

ます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 青少年教育相談関係事業

事務事業概要書

部名 教育総務部 課かい名 教育センター



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

　（６）青少年相談に関すること。


